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企画部研究企画課 

 

要 旨 

 

 本資料は、｢令和元年度土木研究所講演会｣の講演内容をまとめたものである。この講演会は、

土木研究所が実施している調査研究の成果や最近の土木技術に関する話題、動向などを各方面

に紹介することを目的として毎年１回開催している。 
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２．２ 開発内容 
AI 共同研究では、次の①から③の WG を設置して検討を進めており、共通事項として④についても

検討を行うこととしている。開発を行ううえで、その要求レベル、つまりリクワイアメントを明確にし

ておく必要がある。図－２に示す通り、点検においては、どのような情報をどのような精度で取得し、

どのように整理して情報を提供するのかについては、診断で論理を組み立てるうえで必要な程度の精度

から要求される。診断では、適切な措置を行ううえで道路管理者から明確な論理でわかりやすい説明と

措置の代替案が求められる。道路管理者は、予防、完治、延命、モニタリングを伴う危機管理、更新と

いう措置目標を設定して、施工条件や管理計画に応じて工法を選択し、措置に関する情報をカルテに記

録し、次回の点検での比較ができるように記録に残す必要がある。このようにメンテナンスサイクルの

各工程におけるリクワイアメントは、後の工程から要求されることを踏まえて開発のリクワイアメント

を決めていくことにしている。2) 
表－１のとおり、AI の開発には３つのアプローチがあると言われている。エキスパートシステムに代

表されるルールベースのアプローチは、専門家の知識やノウハウを人手でルール化し、そのルールに従

ってデータを処理するもので、出力された結果について判断根拠を説明することができる。また、統計・

確率論的アプローチは、データ間の因果関係を確率的に記述してデータを処理するもので、ルールベー

スのシステムに確率で柔軟性を持たせたもので、同じく出力結果の判断根拠を説明することができる。

一方で、ディープラーニングに代表される脳科学的アプローチは、脳の神経活動を再現する数学モデル

であるニューラルネットワークの階層を深くしてデータを処理するもので、結果を導く過程はブラック

ボックスになっている。これらの特徴を踏まえて、点検 AI、診断 AI に活用するアプローチを選択して

いる。 
①点検 AI（床版の土砂化）の開発 

RC 床版の土砂化を対象に、電磁波レーダー等の技術を活用して、水の早期検出技術としての検

証、早期検出を前提とした措置方法の検討を行う。電磁波レーダーの画像解析にはディープラーニ

ングなどの技術の活用を検討し、床版の土砂化を特定するための診断では、③診断 AI の開発と連

動して検討を行う。 
②点検 AI（画像解析）の開発 

ディープラーニングなどの画像解析技術を活用して、変状の抽出や要点検部位への誘導、採取デ

ータの分析等を行うもので、必要とされる性能を検討し、実務で使える AI の開発を行う。 
③診断 AI の開発 

熟練技術者の診断プロセスを可視化し、診断する際に決め手となる情報を整理し、これをもとに

エキスパートシステムやベイジアンネットワークなどのルールベース、統計・確率論的アプローチ

を適用することにより、技術者の判断支援を行う AI の開発を行う。 
④データ基盤の開発 

点検・診断・措置に関するデータを収集・保管・活用・更新するシステムについて検討する。 

診断は医師の役割

信頼できる診断
でなければ措置
が進まない
（円滑に流れない）

（診断がコア）

 
図－２ メンテナンスサイクル 
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(b) 診断の決め手となる情報と措置方法 

 
• 点検の着目点

＜損傷を特定するための点検時確認項目＞
 ひびわれ幅0.2mm以上
 格子状（⻲甲状）のひびわれ
 ひびわれにより複数の閉じたブロックを形成
 ひびわれ密度（目安：10m/m2程度）
 床版全厚を貫通する曲げひびわれの発生
 抜け落ちの発生

＜診断上の留意点＞
 変状発生範囲が狭い場合にはその箇所特有の原因があるため、原因特定のための調査が必要となる場合

がある。
 舗装下面への漏水・滞水により床版下面に漏水・遊離石灰が生じている場合には、損傷の進行が速い。
 前回点検時からコンクリートの色に変化がある場合には、漏水により損傷が進行している場合がある。
 ひびわれ密度が飽和し貫通ひびわれが増加した段階で、路線重要度が高い場合には床版取替が望ましい。

＜矛盾が無いことを確認するための台帳情報＞
 適⽤基準（S47道示より前／以降）
 大型車交通量の大小
 床版防水工の有無＋前回実施からの年数
 補修・補強履歴（上面増厚、炭素繊維接着、鋼板接着など）

詳細調査
 ひびわれ⻑さの計測
 コンクリート削孔＋孔内の観察

⻘字：近接目視で確認 赤枠：詳細調査で確認

近接目視から推定するための情報
 ひびわれ発生状況と参考写真の比較
 前回点検からの床版下面の漏水の増加、

または角落ち

 
(c) 点検の着目点 

図－４ 診断セット（案）の例（RC 床版の疲労） 

 
３．４ プロトタイプシステム 

 

前述の診断プロセスをもとに、診断 AI システムのプロトタイプを構築することとしている。システ

ム処理の流れは、図－５の流れをイメージしている。(1)台帳データ（橋梁形式、供用年、設計基準、交

通量等）、今回の点検データ（所見、損傷が疑われる部材、部位、変状等）、カルテデータ（前回までの

所見、補修履歴等）などデータを取り込み、(2)対象となる橋梁を選択する。(3)これらの情報から緊急

対策の必要性を判断し、(4)疑いのある損傷候補を複数抽出する。(5)必要に応じて詳細情報の取得、詳

細調査の実施を指示する。(6)以上の情報をもとに損傷及び原因を特定するとともに、(7)損傷の進行度

（状態）の推定、(8)その後の損傷の進展を推定して、(9)措置方針を含めた診断結果を出力し、道路管

• 診断 の決め手となる情報と 措置の方針（雨水を伴う疲労）

変状の状況 診断の決め手となる情報 措置の方針 工法例 
橋軸直角方向の 
ひびわれが発生 

• ひびわれ幅 0.2mm以上 
• ひびわれや打継目からの漏水・遊離石灰の発生 

予防保全
（遮水）

床版防水 

橋軸方向に曲げ 
ひびわれが発生 

• ひびわれ幅 0.2mm以上 
• 連続的なブロックは形成されていない 
• ひびわれや打継目からの漏水・遊離石灰の発生 

予防保全
（遮水+ 曲げ補強） 

床版防水 
＋炭素繊維接着 注2 

橋軸直角方向に 
曲げひびわれが 
発生 

• ひびわれ幅 0.2mm以上 
• 連続的なブロックは形成されていない 
• ひびわれや打継目からの漏水・遊離石灰の発生 

ひびわれが格子 
状（⻲甲状）に 
進展 

• 複数の閉じたブロックを形成 
• ひびわれや打継目からの漏水・遊離石灰の発生 

事後保全
（遮水+ 曲げ補強 
+ せん断補強） 
または更新 注 1

床版防水＋炭素繊維 
接着 注 2、注 3 ＋上面増 
厚 注 4
or 床版部分打替え
or 床版全面取替 格子密度が飽和 

状態 
• ひびわれ密度が増加（目安： 10m/m2程度） 
• ひびわれや打継目からの漏水・遊離石灰の発生 

貫通ひびわれの 
増加 

• 曲げひびわれが全厚を貫通 
• 貫通ひびわれに角落ち 
• ひびわれや打継目からの漏水・遊離石灰の発生 
• 前回点検時からのコンクリートの色の変化 

抜け落ちの発生 • 押し抜きせん断による陥没の有無 更新 床版部分打替え 
or 床版全面取替 

注 1 ひびわれ密度が飽和し貫通ひびわれが増加した段階で、路線重要度が高い場合には床版取替が望ましい。 
注 2 炭素繊維接着と合わせてひびわれ補修が有効となるのは、ひびわれ部の清掃が十分にできる場合であることに注意する。 
注 3 事後保全段階で応急復旧として炭素繊維接着を実施する場合もあるが、部分打替えなどの本対策を別途検討する。 
注 4 上面増厚実施時は、目地部の防水、既設床版との付着性、増厚部のコンクリートの剛性に注意が必要である。 
※ 措置の方針と工法例は管理レベル：高の橋梁に対するものを示す（管理レベル：中と低の措置方針と工法例は検討中）。 

【 対象：桁間の床版 】 （ 張出し床版を含まない） 
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災害発生時の対応にロボット技術を適用する上での課題と展望 
 

技術推進本部 本部長 有田 幸司 
 

１．はじめに 
大地震や大雨等に起因する土砂崩落等の災害発生時や活発な火山活動地域などにおいて、人が臨場や

近接すること自体が困難、危険あるいは不可能といった状況下にあっても、更なる被害の拡大を防ぐた

めの緊急対応あるいは恒常的な危険防止施設の構築が求められることがある。 
この要請に応じ、人に代わって危険な環境の下でも調査や作業を迅速かつ効率的に遂行できるロボッ

トや遠隔操作機器の実用機の開発投入が進められてきた 1)。しかし、災害対応ロボットの社会実装につ

いては産業競争力懇談会（2014 年度プロジェクト最終報告）が「災害の発生はそれほど頻度が高くなく、

市場も限定的であることから、民間の努力だけでは技術の開発・維持、社会実装を進めることが困難で

ある。」としている 2)。 
ロボット技術の開発や新産業の創出に対して、国は「ロボット新戦略」(内閣に設置された日本経済

再生本部が 2015 年 1 月に決定)に基づき、ロボット革命として関係省庁が連携し取り組むこととしてい

る 3)。 
また、ロボット技術はその構成要素であるセンサー、知能・制御系に係る技術の進展が著しく、とり

わけ AI(Artificial Intelligencc)技術、IoT(Internet of Things)等に対する期待が高い。さらに 2020 年からの

サービス開始が見込まれている次世代通信規格「5G」(超高速・大容量通信、超低遅延、同時接続数の

増加を可能とする第５世代移動通信システム)の普及が遠隔操作技術を大きく進展させるものと考えら

れている。 
このような状況を踏まえつつ、土木研究所(技術推進本部 先端技術チーム)では、2016 年度から災害

発生時におけるロボット技術適用に関する研究に取り組んでいる。 
本稿は、次世代通信規格「5G」への期待も含め、遠隔操作技術を中心に、災害発生時の対応にロボッ

ト技術を適用する上での課題と展望を整理して紹介するものである。 
 

２．建設機械とロボット技術の概念の関係 
２．１ ロボット及びロボット技術とは 

NEDO ロボット白書 2014 によると「ロボット」について完全に一般性をもった定義というのは実は

存在しないとのことである。同白書では、とりあえず「センサー、知能・制御系、駆動系の３つの要素

技術を有する、知能化した機械システム」(ロボット政策研究会での定義)と矛盾しない程度に「ロボッ

ト」あるいはロボット技術を取り入れたシステムとしてのロボットやロボット化された装置と捉えるこ

ととしている 4)。 
また、「ロボット新戦略」では、「デジタル化の進展やクラウド等のネットワーク基盤の充実そして

AI の進歩を背景に、固有の駆動系を持たなくても独立した知能・制御系が現実世界の様々なモノやヒト

にアクセスし駆動させるという構造が生まれてきている。今後、さらに、IoT の世界が進化しアクチュ

エーター等駆動系のデバイスの標準化が進めば、知能・制御系のみによって社会の様々な場面で多様な

ロボット機能が提供できるようになる可能性もある。」とし、「３要素の全てを兼ね備えた機械のみをロ

ボットと定義することでは、実態を捉えきれなくなる可能性がある」と留意を促している 3)。 
 

２．２ ロボット技術の観点から眺めた建設機械の姿 

ロボット技術の３要素の観点から建設機械を眺めると、まず駆動系があり、そして制御系が備わって

いる。近年では、センサーや知能系に係る技術が建設機械に徐々に搭載されつつあるが、元々の建設機

械の制御や作業効率はその建設機械の操作に従事する人(以下「オペレーター」という)の熟練技能に大

きく依存していた。我が国の産業就業構造が変化していく中で、熟練技能を有するオペレーターの不足

が問題となってきており、生産性の向上と熟練技能の継承が課題となっている。 
現在は IoT を駆使して高い精度で位置や出来形の確認そして姿勢と動作の制御ができる装置やプログ

ラムの活用実績が増えつつある。また、熟練技能を有するオペレーターの暗黙知を継承するため、AI
技術を適用し、制御や作業効率の向上を図ろうとする活動も進められている。 

 
３．災害用ロボットの運用に使われる遠隔操作技術と無線通信システム 
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３．１ 遠隔操作技術の概要 

遠隔操作を行うためには、センサー、知能・制御系に関する技術を災害用ロボット側と遠隔操作する

側で適切に分担する必要がある。現在までのところ、災害用ロボット側で自律的に姿勢や動作を全て行

うまでの技術は実用化されていない。災害用ロボットの活用が期待される現場は、地質・地盤の条件を

はじめ、姿勢や動作を制御するために必要な測地情報が典型的な情報セットとして想定しづらく自律制

御させることが難しいことがその要因である。 
そのため、遠隔操作する側で、センサーからの情報を頼りに姿勢や動作を制御することが未だ主流と

なっている。 
これまでの遠隔操作方式の概要を整理すると以下のようになる。 
① ロボットを直接目視して制御する直接操作方式 
② ロボット搭載カメラと外部カメラによる映像をモニターで視認して制御するモニター操作方式 
③ ②に測位データや作業制御データを無線通信で伝送し精度と効率の向上を図る情報通信制御方式 
④ ③にメッシュ LAN と中継局や光ファイバーケーブルを併用したネットワーク型遠隔操作方式 

遠隔操作するロボットの例として、油圧ショベ

ルを考えてみる。まず、搭乗して操作する場合、

機体の移動、アームの操作は動かす部位の慣性に

よる遅れや油圧による駆動系の応答具合、操作棒

の感度による遅れ、そしてオペレーターが自身の

身体特性などに習熟した上で操作している。その

前提は頭を振れば眼前の視野に入ってくる情報

であり、また搭乗しているからこそ体感で理解で

きる機体の傾き、揺れ、振動、加速度であったり

する。 

一方、遠隔で操作する場合、これらの情報の全     
図－１ 油圧ショベルの遠隔操作の様子     てをオペレーターに伝えることは容易ではない。 

                      また、センサーで取得した画像情報などにつ 
いては情報を符号化する時間、またその逆に復号化する時間、通信システムの通信量等の制限があり、

画像の解像度が低かったり、画角が狭かったり一秒あたりに送れる画面数(フレームレート)が低かっ

たり、そして遅延(タイムラグ)が生じたりしている。これは遠隔操作技術により発揮が期待される効

果の上限が、災害用ロボットに搭載している ICT 機器の能力及び使用する無線通信システムの技術規

格によって制約を受けていることにほかならない。 
 

３．２ 無線通信システムの技術規格について 

今、観察しているものは全て過去の痕跡である。過去の痕跡から現在、将来における危険やリスクを

どう感じ取りどう対処するかが重要である。操作・制御のための信号のやり取りのみならず、映像カメ

ラをはじめとする各種センサーから得られた現場の痕跡をどれだけ遅延させずに伝送できるかが遠隔

操作技術の要であり、無線通信システムに課せられた技術的課題である。 
映像通信の遅延時間(単位はミリ秒)についてのイメージは以下のとおりである。 
① 0ms 建設機械の前方からの対面目視 
② 70ms カメラとモニターの直結 
③ 300ms 伝送容量の大きい無線 LAN 環境 
④ 700ms 伝送容量の小さい無線 LAN 環境 
⑤ 1,000ms 公共 BB 等の無線通信環境 
⑥ 2,000ms 人工衛星経由の通信 

 これまでの土木研究所における研究で、約 300ms 程度までの遅延時間であれば、作業効率やオペレー

ターの体感においては問題の少ない受容範囲であることが確認できている。また、現在の無線 LAN 技

術では工夫を凝らしても最速で 200ms 程度の遅延時間が生じてしまう現状にある 5)。 
このようなことから、現場で利用可能な無線通信システムの伝送容量の範囲内で、まず遅延を抑え、

そして複数のカメラ映像から可能な限り多くの情報量を遠隔操作側の複数のモニター画面に伝送する

ための資源配分が遠隔操作技術の重要事項となっている。この無線通信システムの伝送容量を大きく上
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げ、高速・大容量通信、超低

遅延、同時接続数の増加を可

能とする通信規格として期

待されているのが次世代通

信規格「5G」である。 
4G までは最大限のスルー

プットを確保し、高速・大容

量通信の提供（ベストエフォ

ート）を目指したシステムで

あり、通信速度、遅延時間、

カバレッジなどに限界があ

り、全てのユースケースへの

対応は困難であった。これに

対して 5G は有無線が一体と     図－２ ５Ｇの実用化で期待されている効果のイメージ 6) 
なり、通信速度(モバイルブ 
ロードバンドの高度化)、接続数(大量のマシーンタイプ通信)、遅延時間(超高信頼・低遅延通信)など、

あらゆるユーザの要望やアプリケーションの要求条件に対応可能な優れた柔軟性を持つものとして規

格が定められている。 
建設分野での社会実装イメージとしては、5G サービ

スの提供により、高精細画像を伝送するための高速通信

回線、遠隔操作のオペレーターの疲労問題から 200ms
以内の低遅延、多数の重機の同時制御が実現されること

が期待されている。 
また、地域や産業の個別のニーズに応じて、地域の企

業や自治体等の様々な主体が自前で免許を取得し、柔軟

に 5G システムが構築できる仕組みとして「ローカル

5G」の制度導入が始められようとしている。通信事業者

によるエリア展開がすぐに進まない地域でも、独自に

5G システムを構築・利用することが可能となり、災害

時の現場においてもその利用が考えられる。 
このように「ローカル 5G」の利用環境も視野に入れ  図－３ 重機の遠隔操作にローカル 5G を 

ることで、これまで培われてきた遠隔操作技術は更に大      利用しているイメージ 7) 
きな躍進の機会が訪れているものと考えられる。 

 
４．土木研究所での取り組み 

４．１ これまでの研究で判明した課題 

これまでいくつかの災害対応用ロボットが研究開発され現場に投入されてきた中で、無人化施工技術

(オペレーターが建設機械に搭乗することなく、無線通信を介した遠隔操作によって工事を行う技術)は、

1991 年の雲仙普賢岳の火山爆発後の工事を契機に継続的に工事に使用することで常に使える状態に保

ち、2011 年の福島第一原子力発電所事故の現場において事故直後に迅速に投入がなされたことなどから、

他のロボット技術と比しては、現場で活用可能なレベルに達した技術であるとの評価も得ている。 
無人化施工技術は活用可能なレベルにあると言われてはいるものの、さらに問題点を潰し発展の余地

について詰め、災害発生時の対応における当技術の有用性を評価する必要がある。実際に無人化施工技

術を運用した地方整備局等に対して、現在抱えている運用上の問題点についてヒアリングを行い整理し

た結果を示すと以下のとおりである 8)。 
① 低い作業効率 
進入路造成や掘削に係る作業効率の改善が急務 

② 作業開始までの時間短縮(機器セットアップ時間の短縮) 
運転室、カメラシステム(固定、移動)、無線システムの設営は現地条件(地形等)を考慮する必要が

ありノウハウの形式知化が必要 
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③ 既存機種での限界(初動時の制約) 
アタッチメントが必要な倒流木の処理など、様々な作業種への適用が必要 

④ 非常時の手続きに関するルールが不明確 
初動時の対応(指揮系統の明確化、燃料調達、修理・補修、通行許可申請、無線割り当てなど)に係

るルールを策定し周知徹底することが必要 
⑤ 遠隔操作に精通したオペレーター、作業管理者が不足 
遠隔操作に対応できるオペレーター、及びマネジメント人員の育成に必要な教習カリキュラムや技

能習得フィールドが必要 
 

４．２ 研究の概要と現在までの取り組み 

4.1 で記したように、無人化施工技術の運用面での課題、より迅速・安全な復旧対応の実現に向けて

の課題、生産性向上の実現に向けての改善手法、運用の標準的な手法の整理など多くの課題が積み残さ

れている。 
土木研究所ではこれら課題の解決、現場での運用の向上を目指して災害発生時におけるロボット技術

適用に関する研究に取り組んでいる 9)～11)。 
① 作業効率の向上 
作業効率を評価する手法を提案し、

様々な画像支援技術を検証したが、

遠隔操作による作業効率はオペレー

ター搭乗時の約 60%が限界。今後は

最新の 3 次元情報を知覚できる技術

(HMD(Head Mounted Display) ・

VR(高臨場感映像)、UAV(Unmanned 
Aerial Vehicle)、各種センサー(Laser 
Scanner 等)による機体・周辺把握、

アラウンドビューシステム、シミュ

レーター活用による機械学習、クラ

ウドシステム)を導入するなどして作   図－４ UAV による機体・周辺把握の実験の様子 
業効率の改善が図られるか評価検証 

② 迅速なセットアップ 
HMD 利用による大型モニターや運転室の省略、UAV 利用による外部カメラの省略など最先端技術

の適用性を評価検証 
③ 様々な遠隔操作用機器の用意 
運搬が容易な遠隔操作型油圧ショベルなど、様々な大きさの遠隔操作型油圧ショベルによる検証実

験を実施。次世代無人化施工技術研究組合(UC-Tec)が戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）
により実施した遠隔操作による半水中作業システムの開発に参画 

④ 非常時のルールの明確化 
無人化施工の構成要素の詳細及び災害復旧への運用マニュアルを検討 

⑤ 技術の伝承(未対応、今後実施を検討) 
無人化施工の実習フィールドの試行。通常工事で無人化施工習得手法 
 

４．３ 新たな潮流(次世代通信規格「5G」、自律制御化)とこれからの取り組み 

次世代通信規格「5G」について、様々な関係者が異業種連携を行うなどして建設機械の遠隔操作、自

動化に係る研究開発、実証試験の取り組みを進めている。土木研究所としては「5G」の具体的なユース

ケースについてその技術的効果を評価検証していくとともに、現場において現行の無線 LAN システム

構築の場合と比較して、どの程度迅速に「5G」の利用環境の設営ができるかなど「5G」の導入効果に

ついて調査し評価していきたいと考えている。 
自律制御化について、ロボット技術に関わるセンサー、AI 技術や高速処理可能な ICT 基盤技術など

自律制御に関する技術が近年著しく進展してきており、これまで自律制御化されていなかった動作・シ

ステムについても自律制御化が進められていくものと考えている。土木研究所としては、人が遠隔操作
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する際の人、ロボット双方に対する制御や作業効率などの評価検証に引き続き取り組んでいく一方、建

設機械の自律制御化についても調査し評価していきたいと考えている。この点について、まずは建設機

械の自動化レベルの定義を提起し、具体的な自律制御の共通イメージについて関心を持つ者同士の情報

交換を促進していきたいと考えている 12)。 
 

５．おわりに 
危険環境下におけるロボット技術は、まず現場に安定した無線通信環境を確立し、その無線通信能力

の制約に応じて、ロボットに対する遠隔操作と自律制御の分担が図られてくるものである。 
 仮に、貧弱な無線通信環境しか得られなかった場合、遠隔操作に必要となる映像データ分の通信量を

割り当てることができず、現場のロボットに自律制御を期待したくなる。しかし、災害や事故現場は想

定外の環境であることがほとんどで突発的なミッションに対応できる自律制御はきわめて難しく、結局、

そのまま制御や作業効率の低下に繋がってしまうということになる。 
無線通信システムについては、これまでも技術規格の引き上げが図られてきたが、次世代通信規格

「5G」は、これまでより高い周波数と広い帯域を利用した低遅延、大容量の通信を目標とした無線通信

システムであり、サービス導入に合わせて遠隔操作技術の大いなる進展が期待される。 
災害発生時のロボット技術に適用が可能な諸技術はそれぞれ跛行的に進捗している。今後とも遠隔操

作と自律制御の両方の面から柔軟に最良の分担組み合わせとなることを意識して、市場性、装備・運用

面も考慮に入れた研究開発を進めてまいりたい。 
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激甚化する水災害に対する寒地土木研究所の取組 

 

寒地水圏研究グループ 上席研究員 前田 俊一 
 

１．はじめに 
 平成 27 年の関東・東北豪雨、平成 28 年の北海道・東北豪雨、平成 29 年の九州北部豪雨、平成 30 年

の西日本豪雨と、近年、気候変動の影響とも考えられる深刻な水災害が頻発している。これに対して土

木研究所では、平成 28 年度から平成 33 年度までの第 4 期中期計画において、「安全・安心な社会の実

現への貢献」という目標の下、「近年顕在化・極端化してきた水災害に対する防災施設設計技術の開発」

や「国内外で頻発、激甚化する水災害に対するリスクマネジメント支援技術の開発」等の研究開発プロ

グラムを推進している。ここでは、上記の研究開発プログラムの中から、寒地土木研究所が実施してい

る河川関係の 3 つの研究課題を紹介する。 
 

２．破堤被害を最小化するための破堤氾濫流量の軽減技術に関する研究 
２．１ 研究の背景 
１．で述べた水災害の激甚化により、堤防決壊が今後増加することが懸念されるため、本研究では、

①堤防決壊後に河川水が堤内地に流入している状況下で決壊口を早期に締め切る技術の開発、②越水か

ら堤防決壊までの進行速度を抑制する技術の開発、を行うこととしている。ここでは、特に、①に関す

る現時点の成果を紹介する。 

２．２ 河道特性に応じた決壊口の拡幅現象の分類 

堤防決壊後の決壊口は、例えば、上下流のどちらかの方向への拡幅が卓越したり、非常に深掘れした

ものが見られる等、様々なタイプがある。想定される決壊箇所での決壊口の拡幅現象がある程度予想で

きれば、効率的な締切方法を事前に検討することが可能となるので、模型実験と数値計算により、河道

特性（川幅、河床勾配）に応じた決壊口の拡幅現象の分類を行った（図－１）。以下に、決壊した瞬間の

河道内の水深が同じであった場合の、分類ごとの特徴及び特徴を考慮した締切工事の要点等を記載する。 

（１）川幅が狭い場合 

決壊による河川水位の低下が生じやすく、決壊口の拡幅は進行しにくい。上流域での決壊の場合には

洪水継続時間が短い傾向にあるため、氾濫被害軽減のためには締切工事への迅速な着手が重要である。 

（２）川幅が広い場合 

決壊による河川水位の低下が生じにくく、決壊口での堤内外水位差が大きくなるので、決壊口の拡幅

が継続して決壊幅は大きくなる。氾濫流量も大きいため締切工事による減災効果が発揮されやすい。河

床勾配が急な場合には決壊口内の流速が大きくなるので、投入資材の流出防止等の工夫が必要である。 

（３）河床勾配が急な場合 

決壊口内の流速が大きく、氾濫流の流向は斜め下流方向となり、下流側への決壊口の拡幅が卓越する。

決壊口の下流側での欠口止工を 優先で行い、可能であれば漸縮工も引き続き行う。氾濫流が比較的穏

やかな決壊口の上流側では施工条件が厳しくないので漸縮工を効率的に進めることができる。 
（４）河床勾配が緩い場合 

堤防法線に対して直角方向に氾濫する流況となり、決壊口中央では流速が大きく、深掘れが生じる傾

向がある。決壊口の両側からの漸縮工が効果的であるが、深掘れ箇所では多くの投入資材が必要となる。 
２．３ 締切資材投入の効率化に向けた実験 
 近年の北海道内での緊急締切工事等の事例を調査したところ、全事例で工事の初期段階では締切資材

の投入にクレーンではなくバックホウを用いていた。そこで、バックホウを使用して決壊口と想定した

箇所に複数の方法でブロックを投入し、各投入方法の作業効率を計測した（図－２）。ブロックの投入は

図－３に示す方法を組み合わせた 4 ケースとした。ケース 1・2 では一般的なワイヤーロープを用いて

玉掛けを行い、玉外しは決壊口付近の堤防天端で人手により行った。投入はバケットでブロックを決壊

口方向に押し出して行ったが、ケース 1 では 1 個ずつ押し出し、ケース 2 では運搬重機に積載した全て

のブロック（ダンプトラックの場合は3個）を決壊口付近の堤防天端に並べた後に連続して押し出した。

ケース 3・4 ではオートフック（吊り荷が着地すると自動的に玉掛けしたワイヤーが外れるもの）を用

いた。玉外しの際に作業員が決壊口に近付く必要がないため、施工の安全性向上が期待できる。ケース

3 ではケース 1 と同様にブロックをバケットで決壊口方向に押し出し、ケース 4 ではブロックを決壊口
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えることのできる HM を提案することを目的としており、具体的には、Google 社の Google Earth 及び

Street View を活用した HM（以降、3D 浸水 HM と記載）の提案を行っている。Google Earth 及び Street 

View を活用する理由は、地形や建物、街並み等の 3 次元モデルが整備されており、平面的な眺め、鳥瞰

的な眺め及び街角からの眺めを任意の角度で見ることができる上に、これらの情報を無料で利用できる

からである。無料で利用できるため、自治体が安価に 3D 浸水 HM を作成することが可能となる。なお、

田中らが開発したStreet View上の仮想現実空間に浸水深を投影する技術9)を用いて研究を進めている。 

大まかな 3D 浸水 HM の作成手順は、①浸水想定区域図を作成するために実施された氾濫計算の結果

（浸水深のデータ）を河川管理者から入手し、②Google Earth に投影するために計算結果の座標を緯度

経度に変換し、③座標変換された浸水深のデータから KML ファイル（または KML ファイルを圧縮した KMZ

ファイル）を作成する、という流れになっている。KML ファイルは、電子地図を制御することができ、

例えば、Google Earth の地表面を指定の角度で眺めたり、特定の地点に記号や文字、ポリゴン等を表示

することができる。3D 浸水 HM の KML ファイルには、浸水深のデータから作成した 3 次元ポリゴンのデ

ータが格納されており、このポリゴンのデータにより、Google Earth 及び Street View 上で浸水状況が

表示される仕組みとなっている。 

実際に 3D 浸水 HM を使用する際には、Google Earth がインストールされたコンピュータ（またはスマ

ートフォン）上で KML ファイルをダブルクリックすると、Google Earth が自動的に起動して KML ファイ

ルの内容にしたがって上空から見た地表の浸水状況が表示される。また、画面表示を Street View に切

り替えれば、地上から見た街角の景色に浸水面を表示することも可能である。さらに、スマートフォン

の位置情報を ON にすれば、自身の現在地周辺の浸水状況も容易にわかる。 

 ここでは、札幌市中心部の浸水状況の表示例を示す（図－１３、１４ © 2018 Google、© 2018 ZENRIN）。
リアリティのある画像であるため、子供や外国人でも浸水深を直感的に理解することが可能である。 

 

５．おわりに 

紹介した 3つの研究は、いずれも予定している研究期間の半分程度が経過したに過ぎず、今後も研

究成果の 大化及び社会実装に向けて研究を精力的に進めていきたいと考えている。 
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図－１３ 札幌駅周辺の浸水状況（鳥瞰図） 

 
図－１４ 札幌市中島公園付近の浸水状況 
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おける放流能力を増強することで、図－１の右図のように、洪水の立ち上がり時に貯水位を低く保った

まま、流入量の増加に合わせて放流量を増加させていく操作が可能となり、洪水調節容量を有効活用で

きるようになる。 
 

３． 放流設備増設の事例 
３．１ 放流設備の増設方法 
放流設備の増設方法としては、堤体削孔による放流管増設、堤頂を切り欠いての越流式洪水吐きの増

設、地山へのトンネル式洪水吐きの新設などがある。 
既設ダムの放流設備の配置や周辺地形との取り合いによって、堤体に放流設備を増設できる箇所は限

られる。その中で、ダムの構造への影響を考慮しつつ、堤体削孔による放流管増設や堤頂を切り欠いて

の越流式洪水吐きの増設の可否を検討することとなる。堤体削孔においては、堤体構造面で削孔径に、

水理面で管内流速に限界があることから、放流管 1 条あたりの放流量には限界がある。そのため、必要

放流量を満たせない場合は、条数を増やす必要があるが、配置できる放流管条数は個々のダムの条件に

より制約がある。堤体における放流設備の増設が困難な場合は、地山へのトンネル式洪水吐きの新設を

検討することとなる 
 
３．２ 重力式コンクリートダム堤体への増設 
（１）堤体削孔による放流管の増設 
国土交通省が、仮締切を設置して貯水池機能を維持しながら、重力式コンクリートダムの堤体に削孔

して増設放流管を設置したのは、秋田県雄物川水系鎧畑ダムの利水放流設備増設 1)（1990）がはじめて

である（括弧は完成年度。以下同様）。この放流設備は、鎧畑ダムの上流に建設される玉川ダムからの

利水放流量 69.1m3/s を通過させるために設置された。鎧畑ダムの増設放流管は放流管径が 3.2m、削孔

径は 4.4m、であり、放流量が比較的小さい利水放流管の設計の考え方が踏襲され、管内流速は利水放

流設備と同様に 10m/s 以下に抑えられている。 
岩手県北上川水系田瀬ダムの洪水吐き増設 2)（1998）は、洪水調節操作の改善を目的として実施され

た。1954 年に完成した田瀬ダムには、1 条あたり 100m3/s の放流能力を有する高圧洪水調節用放流管 4
条が配置されており、それらには米国から輸入した日本初の高圧スライドゲートが設置されている。建

設当時の高圧スライドゲートは全開全閉操作となっており、放流する放流管の条数を変えることで段階

的に放流量を変化させるものであった。そのため、ゲートを部分開として放流することで連続的な放流

量制御が可能な高圧ローラゲートを有する放流設備が、堤体削孔により増設された。これを既存の洪水

調節用放流管と併用することで、きめ細かい流量調節が可能となった。増設放流設備の放流管径は 3.6m、

削孔径は 5.0m で、130m3/s の放流能力を有する大容量放流管である。管内流速は鎧畑ダムの事例より

増加し約 13m/s となっている。放流管の設計にあたっては、水理模型実験によって管内作用圧力の確認

が行われている。 
栃木県鬼怒川水系五十里ダムの洪水吐き増設 3)（2002）は、五十里ダムの上流の湯西川ダム完成後の

洪水調節計画の変更に対応するものである。五十里ダムの既設洪水吐きには、先に述べた田瀬ダムと同

型の国内で製造した国産第１号の高圧スライドゲートが設置されていた。そのため、田瀬ダムと同様に

洪水調節操作の改善もあわせて行われた。増設放流設備の放流管径は 3.8m、削孔径は 5.0m である。五

十里ダムでは放流管 2 条あわせて 500m3/s の放流量が要求され、管内流速は 22m/s を超えるまでとな

った。そこで、土木研究所において、放流管湾曲部の壁面作用圧力特性を明らかにするための基礎的な

研究および水理模型実験による実施設計形状に関する検討が行われた。大規模な鋼製の放流管は曲げ加

工ができないことから、斜めに切断した直管をつなぎ合わせた形状(エビ継管)として製作される。この

エビ継管の接合部の折れ点付近で局所的な圧力低下が生じると考えられた。そのため、エビ継管の折れ

角と圧力低下特性の関係を調査し、エビ継管接合部付近の圧力低下量の推定手法を提案 4)し、設計に反

映させている。 
鹿児島県川内川水系の鶴田ダム再開発事業（2018）における洪水吐き増設では、放流管 3 条で 900m3/s

の放流能力が求められ、詳細な堤体応力解析を行った上で、削孔断面をさらに大きな 6.0m×6.0m の矩

形とし、放流管径 4.8m としている。また、減勢工を含む一連の増設放流設備を先に完成させてから既

設減勢工改造工事に着手することにより、工事中の洪水調節機能を確保している。再開発後の鶴田ダム

を図－２に、土木研究所が行った鶴田ダム再開発に関する水理模型実験の状況を図－３に示す。鶴田ダ
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ム再開発の水理模型実験では、洪水吐き設計のための水理

模型実験に加えて、既設減勢工改造工事中の放流時に隣接

発電所に影響を与えない施工手順を検討するための実験も

行っている。 
（２）堤体切り欠きによる越流式洪水吐きの増設 
ダム堤体の頂部を切り欠いて越流式洪水吐きを増設する

事例としては、徳島県那賀川水系の長安口ダム改造事業(工
事中)がある。図－４に示すように、長安口ダムは堤頂に既

設ゲート 6 門を有しているが、洪水調節開始水位における

放流能力増強のため、右岸側（写真左側）の堤頂を 大で

約 37m 切り欠いて越流式洪水吐きを増設している。 
増設される 2 門のゲートからは、既往 大規模に匹敵す

る越流水深約 20m の厚い水脈が放流され、その直下流の導

流壁で流向を川側へ曲げるという、新設ダムでは想定され

ないような厳しい制約条件での設計がなされている。土木

研究所が行った長安口ダム改造に関する水理模型実験の状

況を図－５に示す。長安口ダムにおいても、洪水吐き設計

のための水理模型実験に加えて、減勢工新設工事中の放流

時にも減勢効果を発揮するための施工手順を検討する実験

も行っている。 
 

３．３ 地山へのトンネル式洪水吐きの増設  
トンネル式洪水吐きの増設事例としては、京都府淀川水

系の天ヶ瀬ダム再開発事業（工事中）、愛媛県肱川水系の鹿

野川ダム改造事業（2019）がある。堤体構造や求められる

放流能力の関係から、両ダムともに堤体への洪水吐きの増

設は困難と判断され、トンネル式洪水吐きが採用されてい

る。天ケ瀬ダムのトンネル洪水吐きは、トンネル内径 10.3m、

延長 617m、放流量約 600m3/s、鹿野川ダムは、トンネル内

径 11.5m、延長 457m、放流量約 1,000m3/s である。 
湾曲部を開水路とした場合、トンネルを流下する高速の

水脈が側面にはい上がることにより、トンネルが閉塞し流

れが不安定となる問題がある。そこで、湾曲部は管路とす

るため圧力トンネルとし、その下流にゲートを設置してい

る。また、両ダムとも減勢工の河道内の配置に制約があり、

天ケ瀬ダムでは地山内に大規模なトンネル式減勢工を配置

し、鹿野川ダムでは、段上がりの掘り込み形式とし、さら

に補助構造物を配置して可能な限り減勢工規模を小さくし

ている。完成した鹿野川ダム改造事業の状況を図－６に、

土木研究所が行った鹿野川ダム改造に関する水理模型実験

の状況を図－７に示す。 
 

４． 水理模型実験による設計 
ダムからの放流水は、重力により加速されて高速流とな

り、減勢工でエネルギーを散逸させたのち、下流河川に放

流される。この過程において流れの状態は構造物の形状の

影響により大きく変化する。また、水面形や壁面に作用す

る圧力の時間的変動も大きい。このような複雑な流れを数

値シミュレーションで再現するのは困難であり、ダムの洪

水吐きの設計にあたっては、等幅直線といった単純な形式

図－２ 再開発後の鶴田ダム 
(川内川河川事務所提供) 

図－３ 鶴田ダム再開発水理模型実験 

図－４ 長安口ダム（改造工事中） 
（那賀川河川事務所ホームページより） 

図－５ 長安口ダム改造水理模型実験 
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以外は水理模型実験を行って形状を検討することが基

本である。 
水理模型実験では、貯水池から洪水吐き（減勢工を

含む）を経て下流の河道に至るまでの流れの状態を確

認し、洪水吐きの設計原案に修正を加えていく。手順

としては、流量を規定する部分において所定の水位・

放流量条件を満たすことを確認した上で、流れを安定

した状態で減勢工に導流できるか、減勢工が十分に機

能し下流河道の流れをダム築造前の状態に復すことが

できるかといった観点から、必要に応じて形状を修正

していく。模型で計測した流量、流速等の値を実物に

換算する方法としては、ダムからの流れは重力が支配

的であることから、重力と慣性力の比が実物と模型で

同じとするフルードの相似則が用いられる。 
 

５．鹿野川ダムトンネル式洪水吐きの設計 
土木研究所が実施した水理模型実験による設計事例

のうち、鹿野川ダムのトンネル式洪水吐きの設計

(2008～2011)について紹介する。 
５．１ 鹿野川ダム改造事業の概要 5) 
鹿野川ダムは、一級河川肱川の河口から約 41km に

位置する洪水調節及び発電を目的とする多目的ダムと

して、建設省による施工後、1960 年より愛媛県におい

て管理されてきた。形式は重力式コンクリートダムで、

堤高 61.0m、集水面積 513.0km2（間接流域 57.4km2

を含む）、総貯水容量 48,200,000m3、有効貯水容量

29,800,000m3である。 
鹿野川ダム改造事業は、肱川水系河川整備計画（中下流圏域）（2004 年 5 月）に基づき、発電容量・

死水容量を洪水調節容量と不特定容量に振り替え、発電を従属発電とすることにより、洪水調節機能を

増強するとともに、新たに流水の正常な機能の維持を追加するものである。容量振替により洪水調節容

量は 16,500,000m3から 23,900,000m3と約 1.5 倍となるが、洪水調節開始水位が約 4.7m 低下し、ダム

堤頂に設置されている既設の洪水吐きゲート（クレストゲート）では放流能力が小さいため洪水調節容

量増強の効果を発揮できない。そこで洪水調節開始水位で 1,000m3/s の放流能力を有する新たな常用洪

水吐きが必要となった。そこで、鹿野川ダムでは、堤体構造や求められる増設放流能力の関係から、地

山にトンネル式洪水吐きの新設が計画された。トンネル式洪水吐きの平面図を図－８に示す。 
 

５．２ 水理模型実験による鹿野川ダム洪水吐きの設計 

水理模型実験は、既設の鹿野川ダム、トンネル式洪水吐きおよび下流河道を再現した縮尺 1/40 の模

型を制作して実施した。所定の貯水位において必要な放流能力を満足することを確認し、トンネル内部

および吐口の放流管に作用する圧力の確認、減勢工形状の検討、下流河道への放流状況の確認、さらに

は管理のための貯水位－ゲート開度－放流量の関係式の作成等を行った。 
鹿野川ダムでは、トンネル式洪水吐きの呑口が洪水調節開始水位に対して浅く、呑口で空気を吸い込

むとトンネル下流端に設置されたゲートの振動や流況の乱れを招く懸念がある。そこで水理模型実験に

よって呑口部で吸い込み渦の発生を抑える形状を検討した。 
また、減勢工の設計にあたっては、環境への配慮と河道から減勢工への土砂の流入を防止する観点か

ら、減勢工を河道内に張り出さないようにすることとした。 
減勢工形状の検討にあたっては、減勢工に対してもっとも負担の大きい放流条件であるサーチャージ

水位においてトンネル式洪水吐き単独 1,000m3/s（河川整備基本方針対応の洪水調節開始流量）放流時

について、減勢工形状を変化させて流れの状況を調査した。机上設計による原案形状を図－９に、水理

模型実験による減勢工の流れの状況を図－１０に示す。原案では、放流水脈は十分に減勢されず、対岸

図－７ 鹿野川ダム改造水理模型実験 

図－６ 改造後の鹿野川ダム 
（山鳥坂ダム工事事務所提供） 
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の道路が常に冠水する状態であった。そこで、流れの状態を改善するため、減勢工内の水位確保を目的

とした減勢工左両岸への壁の設置、流れに対する抵抗を大きくしかつ減勢工施工時の掘削量削減を目的

とした段上がり形状の水叩きの検討、さらに抵抗を増やし跳水が起こりやすくするための円柱ブロック

の配置の検討を行い、 終形状（図－１１）を得た。 終形状の流れの状況を図－１２に示す。これに

より、減勢機能が向上して対岸への冠水は生じなくなり、かつ掘り込み式減勢工の長さを 20m 短縮し

てコンパクトに設計することができた。 
 

６． おわりに 
治水機能増大のための既設ダムへの増設放流設備について、求められる機能、増設方法、増設事例お

よび水理模型実験による設計について述べた。 
土木研究所では、水理模型実験を主要な手段として、個々のダムの増設放流設備の設計を行いながら、

それまでになかった条件での施設設計を可能とするための研究を行ってきた。気候変動の影響による外

力の増大が懸念される中、今後も治水機能増大のための放流設備の増設は続くものと思われ、現場ニー

ズに対応した研究を行い、課題の解決に貢献していきたい。 
また、本稿では主に水理的事項について述べたが、既設ダムへの放流設備の増設においては、既設ダ

ムの放流設備配置のみならず、周辺の地形・地質、工事中のダムの機能維持のための貯水容量確保や洪

水調節操作を考慮した施工計画、さらには既設放流設備をあわせた運用方法等、多様な条件を考慮しつ

つ計画・設計を進めていく必要がある。そのため、施工区域周辺の地形地質調査、ダム堤体改造に関す

る構造的検討、施工計画の検討と継続的に調整を図りながら、その結果を増設放流設備の配置計画や設

計にフィードバックさせていくことが求められる。地質、構造、水理、施工計画の専門家が情報交換を

密に行いながら連携して設計を進めていくことが重要と考えている。 
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開始できるようになった。気候変動影響に関しては、ダバオ川流域では気候変動予測結果のダウンスケーリング

の結果としての年最大日雨量といった将来の極値雨量の増加、パンパンガ川流域では、ダウンスケーリングされ

た降雨量を RRI モデルに与えた結果としての将来の浸水面積の増加（一方で浸水時間は短縮）6)、といった最

新の ICHARM の知見を IFI-Platform に対し報告し、これらの結果に基づき、関係機関による政策オプションの

選択やコミュニティのための危機管理計画への活用について議論を始めている。 

インドネシアでは、公共事業・国民住宅省（PUPR）、国家防災庁（BNPB）、気象気候・地球物理庁（BMKG）を

中心として、河川管理・危機管理・気象観測等を所掌する政府機関と協議を行い、PUPR を中心として関係省庁

が連携した IFI-Platform を構築し、フィリピンと同様にデータ収集・共有・統合の枠組みの整備を始めるととも

に、ジャワ島のソロ川流域を対象として、具体的な気候変動影響評価や気候変動適応策の現地実装の検討を

始めて行くことが今年 8 月に合意された。 

なお、この両国における IFI-Platform 構築支援を通じた気候変動適応策実装の研究は、文部科学省統合的

気候モデル高度化研究プログラム領域テーマ D：統合的ハザード予測（領域代表：京都大学防災研究所中北

英一教授）の支援を受けている。 

 

 

 

 

4．おわりに 

本稿では、水災害分野における気候変動適応策を発展途上国においても推進するために、水災害に係るあ

らゆる関係者間で現在および将来における水災害ハザード・リスクに関する科学的・客観的な情報を共有・統合

することが重要な出発点になるとの認識に立ち、最新の科学的知見に基づく水災害ハザード・リスクやそれらへ

の気候変動影響評価手法、ならびに、それらの統合情報を基盤とした適応策検討・実装へのプラットフォーム構

築の取り組みを中心に紹介した。 

我が国は、気候変動予測に必要な大量のデータと計算を扱う計算機環境が整っており、そのリソースを源泉

にした発展途上国に対する気候変動影響評価への支援には大きな強みがある。一方で、本稿では触れなかっ

図－１４ フィリピンにおける IFI-Platform の構成(2019 年 6 月現在) 
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たが、我が国は災害のデパートと呼ばれるほど多様な災害ハザードにさらされ、長年にわたり磨き積み重ねてき

た災害対策技術メニューやその実装の枠組みについての豊富な知識と経験を有している。すなわち、発展途上

国における気候変動影響評価・適応策検討の支援は、我が国の国際貢献における有力なツールの一つと言え

る。また、多様な自然・社会経済条件下において、防災インフラの整備水準が低く水災害の発生頻度が高い発

展途上国における適応策実装のあり方は、水災害のさらなる激甚化が懸念される我が国における今後の適応

策のあり方にも参考になるものと考えられる。 

ICHARM は、発展途上国における気候変動影響評価・適応策検討の支援を通じて、気候変動下においても

安全・安心な世界の構築に、引き続き微力なりとも貢献して参りたい。 
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火山噴火後の土石流発生に対する警戒避難のための新しい取り組み 
 

土砂管理研究グループ 火山・土石流チーム 上席研究員 石井 靖雄 
 

１．はじめに 
火山噴火時の火山灰等による生活への影響は長期に及ぶ場合がある。例えば，土石流の発生による避

難もその一つである。雲仙・普賢岳では，1990～1995 年の噴火による火山灰等の火山噴出物の影響で，

少量の降雨でも，1991 からの約 10 年間にわたり土石流が頻発し（古賀・村上，2002），家屋や道路・

鉄道などが大きな被害を受け，その影響は長期間に及んだ（内閣府，2007）。このように斜面に火山灰

等が堆積すると，土石流が発生しやすくなることが知られている（田村ほか，2010）。そのため，火山

噴火後には，速やかに山地流域の降灰状況を調査し，土石流の発生の危険性とそのリスクの高い範囲を

迅速に評価し，住民の避難につなげることが重要となる。これに対し，2011 年の土砂災害防止法の改

正により，法律に基づく制度が設けられ，火山噴火時等の広範囲に多大な被害が及ぶと考えられる場合，

緊急調査を行って被害が生じる恐れのある区域を市町村長に通知し，事前の避難に生かされてきている

（全国治水砂防協会，2016）。一方で，今後の課題として，土石流氾濫リスク評価の精度を高めていく

ことも求められる。このような状況の中，火山・土石流チームでは，上記の一連の調査を現在よりも迅

速に，また精度高めて避難対象エリアを設定できるよう，リスク評価手法の改良を行っている（西井，

2018）。ここでは，現在の検討状況を中心に紹介する。 
 

 

２．火山噴火後の土石流発生リスク評価の現状と課題 
(1)法律に基づく緊急調査 
火山噴火により大規模な土砂災害が急迫している場合には，緊急調査を行い，調査結果を土砂災害緊

急情報として市町村長に提供する制度となっている（土砂災害防止法 第 28，29，31 条）。具体的には，

勾配 10 度以上の流域において火山灰等が 1 cm 以上の厚さで 50%以上の面積で堆積している場合に，

緊急調査が実施される（土砂災害防止法施行令 第 8 条）。土砂災害緊急情報は，避難勧告等の発令の判

断に活用され，緊急調査では火山灰等の堆積状況，顕著な地形の変化等を調査し，土石流の氾濫計算を

行って，被害が生じる恐れのある区域が推定される。 
これまで，2011 年 5 月からの桜島での噴火，2011 年 5 月から 2013 年 10 月までの霧島山（新燃岳）

での噴火（写真－１），2014 年 9 月から 2015 年 6 月までの御嶽山での噴火（写真－２）において，緊

急調査の実績がある。噴火以前に作成されていたハザードマップは，一定の規模の噴火が想定されてい

るが，実際の噴火をふまえて，①現地の火山灰等堆積状況調査，②降灰状況からの土石流発生の危険性

の高い流域の抽出，③抽出された流域での土石流氾濫範囲の計算が行われている。霧島山（新燃岳），

御嶽山では，降灰状況の把握のためのヘリコプターによる調査及び現地調査 1～2 日間，氾濫計算結果

の公表には，調査開始から 6～8 日を要した（佐々木，2014；林ほか，2015）。この一連の調査・計算

期間の短縮が今後の課題である。 

 
写真－１ 新燃岳の爆発的噴火（佐々木，2014） 写真－２ 御嶽山の噴火（2014 年 9 月 27 日 

16 時頃，林ほか（2015）） 
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(2)火山灰等堆積状況の調査 
火山灰等の堆積状況は，ヘリコプターによる上空からの目視によって降灰範囲を確認し，地上で火山

灰等の堆積厚を計測する。調査結果から等層厚線図が作成され，火山灰等が 1 cm 以上の厚さで堆積し

ている範囲を明らかにする。等層厚線図の作成に必要な多数の地点の調査には時間を要することが課題

として挙げられる。また，噴火が継続する中での調査には危険が伴い，特に火口周辺では，データを得

ることが困難である。さらに，噴火後にあまり時間をおかずに降雨が予想される場合や，噴火の規模が

大きく調査範囲が広範囲となる場合には，迅速に計測データが得られないことも考えられる。今後，火

山灰等の堆積状況の概略を迅速に把握するために，衛星などのリモートセンシング技術，UAV や自動

計測手法を活用するなど，精度は低くても火山噴火の状況に応じて様々な手法を柔軟に活用して，計測

データの質・量の向上を逐次図りながら，等層厚線図の精度を高めていくことが重要である。 
(3)土石流氾濫計算 
火山灰等の堆積状況から土石流発生の危険性の高い流域が抽出された後には，土石流の氾濫計算を行

ってその範囲を推定する。氾濫解析は国土地理院で公開されている標高データを活用する平面 2 次元解

析が用いられている（内田ほか，2011）。この時，メッシュサイズが粗くなると適切に渓流が表現でき

ず，実際にはない壁のような地形が生じて土砂が堆積するというような問題が生じる。最近では，LP
データの計測範囲も増えており，精細な標高データが活用可能となってきている。このような精細な標

高データの活用や，解析モデルの作成方法を工夫することでこうした課題解決が可能となる。 
計算においては，洪水流の計算を行って掃流力から土砂の到達しうる範囲を評価しており，土石流の

氾濫範囲を直接計算していない。これに対して 2018 年からは，これまでに提案されている土石流の支

配方程式（例えば，芦田ほか，2008）を活用した氾濫計算（火山噴火リアルタイムハザードマップシス

テム）が一部の火山で導入され始めている（城ヶ崎，2018）。数値計算モデルに関しては，実際の土石

流を表現できるよう検討していくことが課題である。また，2014 年の御嶽山噴火時には，氾濫計算に

12 時間を要したことから，計算の高速化のためハード・ソフト両面での検討も課題である。そのほか，

等層厚線の作成から氾濫計算を行う過程には，途中段階で人手による対応も必要で，可能な限り処理の

自動化を図ることも課題として挙げられる。他方，氾濫計算は一定の想定規模に対して実施されるもの

であるが，解析結果が過度に安全側の結果となり，住民の信頼を失わないよう気を配ることも重要と考

えられる。 
噴火によって斜面に火山灰等が堆積すると，土石流が発生しやすくなることが知られている。これは，

火山灰等が堆積することによって浸透能が低下し，表面流出量が増加することが一因と考えられている

（寺本，2005）。また，火山灰等が堆積することで流出土砂量が増加するとの報告（田村ほか，2010）
もあるものの，火山灰等の堆積厚と浸透能との関係，粒径と浸透能の低下との関係など，火山灰等の堆

積によって生じた斜面の変化と土石流発生との関連性について明らかとなっていないことが多い。した

がって，火山灰等の堆積が土石流発生の頻度や規模に与える影響を明らかにしていくことも課題として

挙げられる。関連するメカニズムは火山灰の性質や噴出量によって異なる可能性もあることから，個別

の火山ごとに表面流出量の算定手法を検討しながら，土石流の氾濫解析に盛り込んでいくことが現実的

と考えられる。 
 

３．土石流氾濫リスク評価の精度向上のための研究 
火山・土石流チームでは，現在，火山噴火時の緊急調査における土石流氾濫リスク評価が迅速に進め

られるよう，また評価精度をさらに高めるためツールの開発を行っている。前節で述べた①現地の火山

灰等の堆積状況調査，②降灰状況からの土石流発生の危険性の高い流域の抽出，③抽出された流域での

土石流氾濫範囲の計算という一連の調査項目のうち，①について，噴火による立ち入り規制などで火山

灰等の堆積厚が現地で直接計測することが難しい場合を想定し，山麓での計測値を用いた等層厚線の推

定手法を検討している（山本ほか，2019）。また，③について，土石流の数値計算モデルを活用し，実

際の土石流を表現できる氾濫計算手法の開発を進めている（山崎ほか，2019）。ここでは，それらの概

要を紹介する。 
３．１ 火口付近の火山灰等堆積厚の推定手法の開発 

本研究では，火山噴火直後の計測データが少ない段階において，調査が困難な火口周辺の火山灰等の

堆積厚（以降，降灰厚と呼ぶこととする）を推定する手法を検討している。これは，降灰厚が火口から

の距離を用いて指数関数やべき乗関数で近似されるという既往の成果（González-Mellado and 
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Cruz-Reyna, 2010）を活用し，1975 年以降の国内の火山噴火について文献を収集し，その適用性を検

討している。 
国内の既往噴火 13 事例について，火口からの距離と降灰厚の関係を解析した結果， 12 事例でべき

乗近似式の決定係数（R 2 値）が 0.8 以上となり，べき乗関数が良くあてはまる結果が得られた（図－

１）。火口からの距離 X（m）における降灰厚 T(X)（cm）は，To（定数），B（べき指数）をパラメータ

とする(1)式により求められることになる。 
 

T(X)  = To ・ X － B ・・・ (1)式 
 

(1)式を活用し，2014 年御嶽山噴火の際の火口近傍の降灰厚を推定し，等層厚線の作成を試みた。こ

の時，B は同じ噴火形態である既往の水蒸気爆発 3 事例から得られた値の平均値を用いた。また，To

は，火口から約 5.7 km 地点（A）で実測された堆積重量から得られた堆積厚から求めた。これらのパ

ラメータを用いた結果，火口から 500 m 地点における降灰厚は約 35 cm と推定された。実際の噴火時

には火口近傍の降灰厚の情報が取得できないことを想定し，火口から 4 km 以遠の実測降灰厚と，(1)式
から算定した値を用いて等層厚線を作成した（図－２）。火口周辺では，風下側と同様の降灰厚を全方

向に仮定し，火口から 500 m の 4 地点に推定降灰厚 35 cm を与えた。実際の噴火では降灰厚 1 cm の範

囲の大部分は火口から 4 km の範囲内と推定され，これまでは，この範囲内の実測データが得られない

場合，降灰厚 1 cm の範囲を把握することが困難であった。しかし，推定値を与えることで，図－２の

ように火口近傍の等層厚線の推定が可能となった。火口近傍の推定降灰厚を用いて作成した 1.5 cm の

等層厚線と，Takarada et al. (2016) に示された 15,000 g/m2（堆積厚に換算すると約 1.5 cm）の等層

厚線とを比較すると，両者が重複する範囲の面積割合は今回の推定結果に対して約 80%であり，多くの

部分はカバーできていた。一方で，過大評価した範囲の面積は約 47%であった。このように，精度に課

題は残るものの，火口近傍の降灰厚を計測できない状況においても，火口から離れた場所で計測された

降灰厚データから等層厚線図を作成することが可能であり，おおよその降灰厚や降灰分布範囲の把握に

は活用可能と考えられる。現在，推定式のパラメータの設定方法について，さらに検討を進めている。

また，2014 年御嶽山噴火では，火口周辺には火山灰以外に噴石や火砕流の堆積もあったことから，こ

の手法の適用範囲についても検討を行っている。 
 
 

 

 
図－１ 2014 年御嶽山噴火を事例とした      図－２ 御嶽山 2014 年噴火の推定等層厚線図， 

火口からの距離と降灰厚の関係           地理院地図に加筆 
（べき乗近似） 
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３．２ 観測データに基づく土石流氾濫計算手法の開発 
本研究では，これまでに提案されている土石流の支配方程式を活用し，桜島有村川での土石流観測デ

ータに基づき，実際の土石流に適用可能な解析手法を検討している。土石流の流動機構はある程度明ら

かにされてきており，その支配方程式も提案されている（例えば，芦田ほか，2008）。桜島の有村川や

野尻川では荷重計が設置され（大坂ほか，2013），土石流の土砂濃度や間隙流体の質量密度の推定が可

能になってきている。これにより，土砂濃度や間隙流体密度を既知とした抵抗則の検証が可能になって

きている。また，火山地域での検討を進めるにあたっては，火山灰等には微細粒子が含まれることから，

微細粒子の液相化を考慮する必要もある（西口ほか，2011；江頭ほか，2016）。 
図－３に桜島有村川 3 号堰堤の位置と，堰堤近辺の縦断地形を示す。有村川 3 号堰堤には，荷重計，

超音波流速計および測域センサーが設置されており，土石流表面の標高，表面流速および荷重の計測に

よって，土石流の土砂濃度や間隙流体密度が算出できるようになっている（大坂ほか，2013）。微細粒

子が土石流へ及ぼす影響については，降雨による水の供給で堆積物層内の浸透流水深の上昇による不安

定化により堆積物が土石流化すると，粗粒粒子は固相として，微細粒子は水とともに液相として振る舞

うようモデル化している（山崎ほか，2019）。また，土石流の運動量保存則と質量保存則は，山崎・江

頭（2018）と同様である。上記の解析モデルの妥当性は，土石流の土砂濃度や間隙流体の質量密度を推

定し数値計算モデルに反映して，その結果と観測結果を比較することにより検討した。 
対象区間は図－３に赤矢印で示す範囲で，対象イベントは2014年 8月 29日に発生した土石流である。

設定したパラメータの詳細は既往報告（山崎ほか，2019）に譲るが，解析結果は図－４に示すとおりで

ある。堰堤地点の観測および計算による流動深と流速の時間変化を示したが，観測による流速と水深は，

計算結果の水深が零から立ち上がる時間に一致させて表示している。計算結果においては，観測では見

られない後続流が見られているものの，流速のピーク値はほぼ一致しており，水深のピーク値は観測値

の 1.2 倍程度となっている。流速および水深の立ち上がりからピークまでの変化やピーク後の減衰とい

った傾向についても，おおむね同様の変化を示す結果を得た。 
土石流による土砂流出予測には，降雨流出過程および安定条件による土石流発生地点の推定や，斜面

から河道への土砂移動過程を踏まえた河道における堆積物の分布の推定が課題であり，現在，検討を進

めている。また，既往の土石流氾濫計算の計算時間の短縮化のため，氾濫グリッドのみを対象に集中的

に計算する方法，並列計算による高速化方法を検討している。その結果，2014 年御嶽山噴火では，計

算に約 12 時間を要していたが，1 時間程度で計算可能となった。改良したプログラムは，2018 年 5 月

に地方整備局に配布され，社会実装されている。 
 

 
 

図－３ 有村川 3 号堰堤の位置と縦断勾配，地理院地図に加筆 
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図－４ 土石流氾濫計算による水深と流速の時間変化 

 

４．今後の取り組み 
平成 25 年 7 月，国土交通省は九州地方整備局に九州防災・火山技術センターを設置し，降灰に伴う

土石流等の火山災害への対応を強化した。火山・土石流チームでは，九州防災・火山技術センターとの

意見交換を密に行いながら，活用者の目線に立って技術開発を進めている。 
降灰状況調査については，九州防災・火山技術センターが検討を進めている各種の火山灰等の堆積厚

の計測技術の利用を前提としながら，ここで紹介したような，多くの計測値が直ちに得られない状況に

おける推定手法を開発することで，現場のサポートに努めている。また，天候等の影響を受けにくい衛

星 SAR データの解析を共同して進め，一定の厚さ以上の火山灰等が堆積している範囲を面的に把握す

る手法の検討（堤ほか，2019）や，緊急調査の実務者のためのマニュアル作成と改訂についても共同で

検討を行っている。また，土石流氾濫解析手法についても，開発後に九州防災・火山技術センターへの

実装が円滑に進むように取り組んでいる。このような技術開発や社会実装により，火山噴火後の土石流

の発生リスク評価の精度が高まれば，避難対象エリアのより適切な設定と円滑な土石流対策が期待でき

る。 
一方，内閣府火山防災対策会議調査企画委員会では，火山噴火後の降灰に関する現地調査の連携・デ

ータ共有に向けた取り組みもスタートしている（内閣府，2019）。今後の研究機関の相互連携の成果も

降灰による土石流の氾濫リスク評価に役立てていく予定である。 
本稿で触れなかった研究として，火山灰等の堆積が土石流発生の頻度や規模に与える影響の解明があ

る。火山・土石流チームでは，火山灰等の堆積が表面流出および土石流の発生に及ぼす影響を明らかに

するため，火山噴火に伴う降灰が続く桜島の有村川流域に小斜面観測地を設け，2012 年より表面流出

および表面侵食量の計測を実施している（手塚ほか，2019）。こうした観測結果をもとに，火山噴火に

伴う流域環境の変化と土石流発生との関連性に対する理解を高めつつ，次の研究につながるよう検討を

進めていきたい。 
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土工構造物分野における近年の豪雨災害に対する土研の取組と展望 
 

地質・地盤研究グループ グループ長 金子正洋 

 
１．はじめに 

土工構造物は、土を主な材料としており、土は含水の程度により性状・強度が大きく変化しやすく、

また、水により浸食されやすいため、豪雨の影響を大きく受けやすい。さらに、その破壊形態も、土の

強度変化や浸食により一気に進むなど複雑である。 

このため、土工構造物は、豪雨により被災することが多く、例えば、平成 30 年 7 月豪雨においても、

河川堤防、道路盛土、切土のり面等の土工構造物において多大な被害が発生した。 

また、一口に土工構造物といっても、その構成は、堤防、道路盛土の様にほとんど土で構成されるも

のから、擁壁、アンカー斜面の様に土と一体となってその機能を発揮するものなど多種多様であり、豪

雨による被害の形態も多岐にわたる。 

土木研究所（以下「土研」という。）地質・地盤研究グループでは、複雑で多種多様な土工構造物の被

害を引き起こす豪雨に対応するため、「全国の被害事例の調査」、「調査結果からの課題の把握」、「実大模

型実験による破壊メカニズムの把握、対策の検討」を中心に取り組んでいる。本稿では、これらの取り

組みについて報告する。 

 

２．土工構造物分野における豪雨災害に対する取組 

２．１ 土研の災害発生時の対応 

 最初に、土研全体の災害発生時の対応について紹介する。 

 土研は、豪雨災害のみならず、地震、土砂災害等のあらゆる災害の発生時には、まず何よりも、災害

現場の支援を最優先に活動を開始する。研究のための災害調査は、現場支援を終えた段階で実施される。 

 全国の災害の発生状況に関する情報は、国土交通省等を通じて土研に伝えられ、そのうち研究機関と

しての技術的な支援が必要な案件について、行政・現場からの要請を受けて、被害原因の把握、緊急対

応策の提案等の支援を行う。 

 この時には、土研に蓄積されている過去の災害から得られた知見や防災等に関する研究成果を駆使す

るとともに、日頃から、インフラ施設の技術基準等の策定に関与する等、行政・現場と連携して研究を

進めることにより得られた知見を元に、災害が、防災・利便等の様々な用途をもつインフラ施設、更に

国民・社会にどの様な影響を及ぼすかも考慮して、最適な対応となるよう支援を行っている。 

 更に、被災現場が復興する段階においても、復興検討委員会への参加等を通じて支援を行っている。 

 

２．２ 災害調査・技術相談を通じた課題の把握 

 土工構造物の豪雨による被害は、複雑で多種多様な形態を示すため、実際に現場で起こっている事例

を地道に調査し、被害の状況を把握することが、重要であると考える。 

 災害発生時から、時間がたち現場が落ち着いてきた段階で、行政・現場と調整しながら詳細な被害調

査を実施する。ここで調査は、大きな被害が出た土工構造物を中心に、被害分布の広がりも対象として

おり、上述の災害現場の支援時に得られた情報も活用している。また、被害現象の保持上、急を有する

場合は、災害現場に迷惑がかからないように調整しながら早い段階で調査を実施することもある。 

さらに、災害時のみならず通常時でも、土研では、技術相談により、全国の現場における土工構造物

の豪雨の被害について情報を収集している。 

 このようにして、できる限りもれなく集めた全国の被害事例、課題から、施設の機能や社会に重大な

影響を及ぼす事象や、これまでに検討されていない事象を抽出し、新たな研究課題として設定している。 

 

２．３ 大規模模型実験 

 破壊メカニズムの解明や対策手法の検討にあたって、土工構造物における土の挙動や複雑な破壊メカ

ニズムを明らかにするために模型実験は有効である。小規模な模型実験では、相似則を満足させて、複

雑で多種多様な現象を再現することは難しいため、土研では、実大や実大に近いスケールの模型や遠心

力実験装置など特殊な実験装置を用いて実験を行っている。 
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３．２ 異常降雨作用下での補強土壁 2） 

補強土壁においては、強い作用を受けた場合に、いくつかの現場で盛土材のこぼれ出しが確認されて

いるが（写真-3）、こぼれ出しは、補強土壁のメカニズムの前提に影響を及ぼす恐れがあることから、そ

の状況によっては致命的となる重大事象である。しかし、盛土材のこぼれ出しが生じた補強土壁の修復

の必要性の判断方法や補修による効果は明らかにできていない。 

本研究では、補強土壁の補修方法の確立に必要なこぼれ出しの詳細な進行過程の解明と従来から実施

されているこぼれ出しに対する補修方法の要否の判定及び効果を確認することを目的として、異常降雨

作用下での実物大模型による挙動確認実験を行い（表-2、図-3、写真-4）、盛土内の降雨作用の影響、盛

土材のこぼれ出し状況、こぼれ出し後の補強材張力と壁面変位の挙動等に関して知見を得た。 

補強土壁は、橋梁取付け部や用地制約の厳しいボトルネック部などに用いられることが多く、その変

状が道路ネットワークに影響を与えることが懸念される。今後、本実験で得られた知見をもとに、こぼ

れ出しに関して、異常降雨のような条件下でも道路機能を確保するような仕様の改良、変状発生時の安

全性評価や補修手法の確立に向けた検討を進めていく予定である。 

 

 

３．３ 土工構造物等の排水性向上技術 

近年、台風等による豪雨を誘因とする土工構造物等の被害が頻発しており、平成 28 年 8 月の台風 10

号では、土石流により排水施設（地下横断管）が詰まり、溢れた表面水が路面を伝い流下し、道路本体

を侵食し、盛土が崩壊した被害事例が見られた（写真-5）。他の災害調査も踏まえ、被害の誘因として、

土工構造物等の背後の集水地形、路面等から多量の表面水が集まったことが挙げられており、集水地形

や路面等の集水を考慮した、盛土・切土の排水対策の強化が課題となっている。 

ここで、集中豪雨による雨量の一時的な超過や表面排水施設の長期供用における損傷・劣化・機能低

下を考慮すると、表面排水の強化（側溝や集水桝の容量増加）だけでなく、並行して、のり面保護・の

り尻補強等による構造物の強化に加え、横断排水管の吞口閉塞対策、土工構造物自体の排水性能も高め

ることが効率的かつ効果的である。 

 
写真-3 補強土壁の盛土材のこぼれ出し 

 
図-3 補強土壁の実大模型の概要 

表-2 実験ケース 

ケース名 
時間雨量 

(mm/hr) 

総雨量 

(mm) 

開口長 

(m) 

開口位置 

(図-3) 

CASE1 26.3 約 1,700 0 － 

CASE2 27.6 約 1,500 1.5 ① 

CASE3 27.6 約 2,000 1.5 ② 

CASE4 29.7 約 2,000 2.25 ② ③ 

CASE5 34.1 約 2,500 0(閉塞) － 

CASE6 33.2 約 1,600 6.0 ①～④ 

 
写真-4 異常降雨作用下での 

補強土壁の実大模型実験 
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本研究では、三次元的な水の浸透による盛土の崩壊メカニズムを解明するために、従来の背面からに

加え、道路縦断方向からの水の流入を想定した大規模盛土実験（写真-6）を実施する予定である。 

 
４．今後に向けた展望 

 今後、地球温暖化に伴う気候変動により豪雨災害分野にも影響が及ぶことが予測され、例えば国土交

通省社会資本整備審議会「気候変動に適応した治水対策検討小委員会」の答申において、21 世紀末には、

「大雨による降水量（日降水量）が全国平均で 10.3～25.5％増加」、「全国の一級水系において、施設計

画の規模を上回る洪水の発生頻度が約 1.8～4.4 倍に増加」することが示されている。3） 

 この様に、今後、気候変動による作用の増大・頻発化が想定されているが、土工構造物の豪雨災害被

害への対応においては、これまで同様、「被害事例の調査」、「課題の把握」、「実大模型実験による検討」

を継続していくことが基本であると考える。加えて、変状の土工構造物の機能への影響を考慮し、豪雨

災害に対する安全性のより合理的な評価や対策工の提案の検討を進めることが重要であると考える。 

 また、国土交通省においては、近年の水害や土砂災害における課題を踏まえて、ハード・ソフト一体

となった対策が強化されており、その動向も踏まえ研究を進めることが重要である。例えば、雨量に関

して「高分解能、高頻度で、リアルタイムな雨量情報（ＸＲＡＩＮ：エックスレイン）の配信エリアを

全国に順次拡大」4）され、より詳細な情報が提供されるようになってきており、事前通行規制での運用

など、これを土工構造物に関する安全性確保に活用することも有効であると考える。 

 
５．おわりに 

 土工構造物分野における近年の豪雨災害に対する土研の取組として「全国の被害事例の調査」、「調査

結果からの課題の把握」、「実大模型実験による破壊メカニズムの把握、対策の検討」を、３つの事例「堤

防の浸透による法すべり」、「異常降雨作用下での補強土壁」、「土工構造物等の排水性向上技術」を示し

て紹介した。今後、気候変動により豪雨災害の増大・頻発化が想定されるが、その状況に十分に留意、

把握しながら、また、国土交通省等の関連施策の動向も考慮して、引き続き、研究を進めていく所存で

ある。 
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写真-5 H28 年台風 10 号での盛土崩壊 

（国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部 HP より） 

 
写真-6 大規模盛土実験での 

排水性能の検討イメージ 
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永続的な舗装リサイクル技術の確立を目指して 
 

道路技術研究グループ 舗装チーム 上席研究員 藪 雅行 

 

1. はじめに 

わが国の舗装ストックは道路延長ベースで約 100 万㎞ 1）であり、膨大な量となっている。道路利用

者に良好な路面を提供していくためには、舗装は一定期間ごとに表層等を更新していく必要があり、舗

装工事において古い舗装を切削した際等に建設副産物であるアスファルト・コンクリート塊（以下、ア

スコン塊）が大量に発生する。このため、舗装において、アスコン塊のリサイクルは重要な課題である。

1970 年に制定された「廃棄物の処理および清掃に関する法律」では、廃棄物の発生抑制および適切な分

別、保管、収集、運搬、再生、処分等が行われることとなり、アスコン塊も適切に処分することが義務化

された。さらに、1973 年の第一次石油ショックにより、アスコン塊の有効活用がさらに望まれることと

なった。これらを契機に、1970 年代にはアスコン塊のリサイクルに関する研究は始まり、様々なリサイ

クル技術が開発され発展してきた。このような経緯から、わが国のアスコン塊の再生利用は 40 年以上

歴史がある。 
現在では、再生アスファルト混合物の出荷割合は加熱アスファルト混合物（以下、アスファルト混合

物）の全出荷量に対して 75%、再生骨材配合率は全国平均で 50%に達しており 2) 、今後は繰り返し再

生された骨材を含むアスファルト混合物の利用が増えるものと考えられる。しかし、アスファルト混合

物を繰り返し利用した際の材料性状や混合物性状に関する研究は進められてきている 3)、4)ものの知見は

少なく、明確になっていないのが現状である。 
このような状況から、土木研究所では、繰り返し再生された骨材を含むアスファルト混合物の利用を

念頭においた永続的な舗装リサイクル技術の確立を目指した研究開発に取り組んでいる。 
本稿では、舗装におけるリサイクルの現状について述べるとともに、これを踏まえた土木研究所の取

り組みを紹介する。 
 

２． 舗装リサイクルの現状 

２．１ 舗装リサイクル 

 アスファルト混合物は、全てを新規の原料で製造する

場合と、原料の一部にアスコン塊から製造したアスファ

ルト・コンクリート再生骨材（以下、再生骨材）を使用

する場合があり、この再生骨材を含有するものを再生ア

スファルト混合物と呼んでいる。 
舗装工事等により発生したアスコン塊は、中間処理施

設に持ち込まれ、破砕、分級等の処理を行い、再生骨材

に加工される。この再生骨材は、再生路盤材料として利

用したり、新しい材料と混合して再生アスファルト混合

物に加工したりして利用される。特に再生アスフ

ァルト混合物への利用は、廃棄物が多少の加工で

元の製品に戻り、リユースに近いことから、持続

的なリサイクルが可能な好ましい利用方法である。

舗装リサイクルのイメージを図-１に示す。 

 

２．２ アスコン塊のリサイクル 

 建設副産物の再資源化率の推移を図-2 に示す。

わが国のアスコン塊のリサイクルに関する研究は

1970 年代には始まり、平成３年「資源の有効な利

用の促進に関する法律」、平成 12 年「建設工事に

係る資材の再資源化等に関する法律」の制定、舗

装再生便覧 6）等の技術図書の整備、舗装リサイク

 
図-1 舗装リサイクルのイメージ 

 

図-2 建設副産物の再資源化率の推移 5) 
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ルに関わる技術開発等によりアスコン塊の再資源化率は高まってきた。平成 2 年度では再資源化率は

50%程度であったが、その後、急速に上昇し、平成 12 年度に 98%、平成 17 年度には 99%に達し、現

在はほとんどが再利用されている状況である。 
 
２．３ 再生アスファルト混合物の状況 

アスファルト混合物の全

製造量に占める再生アスフ

ァルト混合物の占める割合

の推移を図-3 に示す。再生ア

スファルト混合物の製造割

合 は 年 々 増 加 し 、 平 成

10(1998)年度には 50%、平成

20 (2008)年度には 73%、平成

30(2018)年度には 75％に達

している。再生混合物の出荷

割合が 50%を超えてから現

在まで約 20 年が経過してお

り、これらが更新時期を迎え

ることから、今後は過去に複

数回再生されたアスコン塊

が増加することになる。 
また、再生アスファルト混

合物は、新規骨材と再生骨材

を混ぜ合わせて製造するが、

このうち再生骨材の占める

割合である再生骨材配合率

の推移を図-4 に示す。再生骨

材配合率についても年々上

昇しており、全国平均では平

成 10(1998)年度には 34%、平

成 20 (2008)年度には 43%、平

成 30(2018)年度には 50%を上

回っている。特に関東地域で

の割合は高く、近年は概ね

60%程度となっており、南関

東では 7割近くになっている。 
図-5 は、再生骨材配合率が

30％、70%において、再生ア

スファルト混合物を繰り返し

製造した場合に 2 回以上再生

した骨材の使用割合を示した

ものである。再生骨材配合率

が 30％の場合には、２回以上

繰り返し再生された骨材を利

用する割合は全体の 9%にと

どまるが、再生骨材配合率の

上昇に伴いその割合は増加し、

再生骨材配合率が 70%となっ

た場合には全体の 49%を占め

ることとなり、繰り返し再生

 
図-3 再生アスファルト混合物の製造割合の推移２） 

 
図-4 再生骨材配合率の推移２） 

 
図-5 再生骨材配合率と繰り返し再生骨材の割合 
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ぼ同じ値となった。60℃の結果では、ORG と再生用添加剤 A は近い値となったのに対し、再生用添加剤

B は高い値を示した。これら 0℃および 60℃の圧裂係数と舗装の供用性についてはまだ明らかになって

いないが、ORG と明らかに差違が生じており、今後、他の試験結果等も踏まえつつ舗装の供用性に与え

る影響についても検討していきたいと考えている。 

次に、0℃および 60℃の圧裂強度より算出した圧裂強度比を図-11 に示す。圧裂強度比は値が大きい

とわだち掘れが大きく、小さいとひび割れが発生しやすいとされている 7)。図より、圧裂強度比はいず

れも繰り返し再生が進むにつれ減少した。特に、再生用添加剤Aより Bの方の減少傾向が顕著となった。 

②高温カンタブロ試験結果 

図-12 に各再生混合物における高温カンタブロ試験

損失率（以下、損失率）を示す。試験は、基本的に新

規、再生 1、再生 2、再生 3、再生 5 について行った。

ORG の損失率は、ほぼ 0%であった。再生用添加剤 A

の損失率は、再生とともに増加したものの、再生 5 で

も損失率は、約 4％であった。それに対して飽和分の

多い再生用添加剤 B においては再生 5 で損失率は約

98％となっており、供試体が、ほぼ完全に破壊する結

果となった。これは、飽和分の多い再生用添加剤を用

いた場合、再生回数が多くなるに従い高温でのアスフ

ァルトの接着力が弱くなりアスファルト混合物が破壊

しやすくなったと考えられる。 

 
4．おわりに 

本稿では、舗装リサイクルの現状と課題とこれを踏まえた土木研究所の検討内容を紹介した。今回紹

介した検討内容は、繰返し劣化再生による性状変化を際立たせるために、新規アスファルトを追加しな

い、100%再生で実施した結果であることに留意する必要がある。このため、引き続き、現状での再生骨

材配合率等を勘案した条件における検討を進めている。こうした検討を通じて再生骨材を多く含む再生

アスファルト混合物の適用条件の明確化、再生アスファルト混合物の品質を評価するための簡易な試験

方法の開発を図り、さらにはこれらの成果の指針便覧類への反映等を通じて、永続的な舗装リサイクル

技術の確立に向けた取り組みを進めていく所存である。 
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気象環境と土木材料の劣化 

－土木構造物の長寿命化に向けて－ 
 

材料資源研究グループ グループ長 西﨑 到 
 

１．はじめに 
 社会資本のメンテナンスサイクルの中で、良好な社会資本を整備するためには、新しい技術の導入に

よる長寿命化が求められている。社会資本の長寿命化を図る上では、主たる社会資本である土木構造物

を構築する土木材料の耐久性向上が効果的と期待される。このためには、土木材料の耐久性を的確に評

価する技術が必要である。 

土木材料の劣化は、繰返し荷重や、持続的に荷重が作用する場合などの力学的作用が主であるものと、

環境作用による主として化学的な経年劣化のものに大別できるが、環境作用による土木材料の経年劣化

では、その劣化特性は設置される気象環境などの影響を受けることや、材料の種類により劣化機構や劣

化に影響を与える因子がかなり異なることから、これらを考慮した適切な評価方法の確立が必要となる。 

土木研究所においては、土木材料の環境作用による耐久性を的確に評価するための研究を長年にわた

り実施してきている。国内の各地における実環境暴露試験がその中心であるが、実構造物調査、促進劣

化試験などとも組み合わせて、主要な土木材料の耐久性評価のための研究に取り組んでいる。実環境暴

露試験には、特定の場所での耐久性しか分からない、長期間を要するなどの課題も指摘されているが、

気象環境の計測とともに複数の異なる環境での試験の実施などの方法で、これらの課題を克服しつつあ

るとともに、気象環境因子の材料劣化への影響をより詳細に解明しつつある。ここでは、実環境暴露試

験を主体とした、土木材料の長寿命化研究に関する最近の土木研究所の取り組みを紹介する。 

 

２．土木材料の環境劣化の把握 
２．１ 材料の種類と劣化特性・因子の整理 
土木材料の環境作用による経年劣化は、基本的に化学反応であることが多いので、経年劣化に影響を

与える環境因子や条件も、化学反応の基本的な原則に沿っていることが多い。すなわち、環境からのエ

ネルギーが高い方（温度が高い、光が強いなど）が、そして劣化因子（酸素や水など）の供給が多い方

が劣化速度は速いのが通常である。このことから、一般に温暖な気象条件の方が、材料劣化には厳しい

条件であると考えられる。ただし，材料によっては，水の凍結融解の繰り返しによる凍害を受ける場合

もある。このように材料劣化への環境因子の影響の程度は、材料の種類やメカニズムによってかなり異

なる。そこで土木材料の場合に影響が大きそうな事項を中心に、材料の種類ごとに以下に整理した。 

（１）鋼材 

鉄は自然環境では酸化しているのが安定であるためさびやすく、土木材料としてはさびを防ぐ（防食）

対策とともに用いるのが通常である。鋼材の腐食メカニズムには様々なものがあるが、基本的には酸

素・水との反応であり、温度が高い環境の方が腐食しやすいが、さらに塩分の存在が促進的に作用する

ため、水や塩分の影響を受ける条件の方が腐食環境として厳しい。特に海上構造物等で海水の影響を強

く受ける場合や、淡水であっても河川構造物などで水の影響を強く受ける場合は厳しい腐食環境となる。

屋外大気中で使われる場合でも、水、塩分などの劣化因子の影響が大きい場合（気象環境や局所的な部

位など）で腐食しやすくなる。 

鋼材の防食方法では、基本的にこれらの劣化因子と鋼材との接触を避ける方法（塗膜やめっきなど）、

腐食が進みにくい材料への改善（ステンレス鋼や耐候性鋼など）、電気的防食（めっきや流電陽極法、

外部電源法など）がある。 

（２）コンクリート 

健全なコンクリート中の鉄筋には、セメントの水和生成物である水酸化カルシウムによる強いアルカ

リ性で表面不動態皮膜が形成され防食されている。この鉄筋の腐食の可能性を考える場合、その劣化因

子は、前項と同様に酸素と水が主であるが、これに加えて、空気中の二酸化炭素とそれによるかぶりコ

ンクリートの中性化や外部からの塩分の侵入も経年劣化の因子として検討する必要がある。 
かぶりコンクリートの中性化が鉄筋近傍まで進行した場合には、不動態皮膜が破壊され鉄筋が腐食し

うる状態となる。このため、一般的なコンクリート構造物では供用期間中に中性化が鉄筋近傍に達しな

いように設計されている。また、塩分の供給がある環境条件の場合には、これに対応した対策を行うこ
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ととなっている。 
また寒冷地では、コンクリート中の水分の凍結融解作用によりポップアウトなどの損傷が生じる凍害

が発生する可能性があるため、気温が低い条件にも留意が必要である。アルカリ骨材反応は、ある種の

反応性の高い骨材がコンクリート中のアルカリと反応して発生するが、温度が高くかつ水分の供給が多

い場合に進行しやすい。またこの他、主に酸性の化学物質が外部から接触すると、コンクリートのアル

カリと反応して侵食してしまう化学的侵食でも、温度が高い方が進行しやすいと考えられる。 
（３）高分子系土木材料 

鋼材・コンクリートの２つの主要な土木材料の他に、私たちは様々な土木材料を使っているが、材料

劣化についてあまり明らかにされていないのが、高分子系土木材料であろう。舗装材料に多く用いられ

るアスファルトが代表的であるが、その他にも、塗料、接着剤、各種のシート、ゴム系の材料などがあ

る。極めて多くの種類があるとともに、その環境耐久性も多様であり、優れた環境耐久性を有するもの

から、単独では屋外で早期に劣化してしまうものまで、さまざまである。 

高分子系土木材料の主な劣化因子としては、温度、紫外線（主に太陽光から）、酸素（オゾン）、水、

水蒸気等があげられる。鋼材やコンクリートで大きな問題となる塩分が、高分子系材料ではあまり問題

とならない。一方で、鋼材やコンクリートではほぼ問題とならない太陽光が大きな劣化因子になる。こ

のため温暖な地域だけでなく、日射量の多い地域での劣化が厳しくなる可能性が考えられる。 

 

２．２ 土木材料の耐久性評価方法の整理 

土木材料の環境作用による耐久性評価の方法には、主に、実構

造物調査（試験）、実環境暴露試験、促進劣化試験があげられる。

それぞれに特徴があり、これらをうまく組み合わせることで、土

木用途での環境条件での耐久性を評価することが可能である。各

方法の特徴を以下に整理した。 

（１）実構造物調査（試験） 

 実際の土木構造物で起きる問題点の検証のためには、劣化が生

じた実構造物の調査が非常に重要であるが、材料の耐久性評価の

観点からも極めて有効である（図-1）。使用された土木材料の情

報が取得できることが前提ではあるが、構造物で起きている材料

劣化が部分的なものであれば、その部位の局所的環境条件の調査

もあわせて実施することで、劣化の因子や耐久性の評価にも役立

つ。新たに開発された材料が長寿命化に寄与できる性能を有する

かの確認のために、試験的に実構造物でその材料を使用してみる

ことも有効な手法であるが、信頼性が十分に把握されていない材

料の場合には使用が困難な場合も多い。 

（２）実環境暴露試験 

土木構造物が実際に使われる環境や、それに類似して代表的と

考えられる場所に、実構造物の状況を単純化した供試体を比較的

長期間置いて、供試体に発生する劣化現象を観察する手法である。

土木材料の環境作用による劣化は、材料の種類と環境条件の組み

合わせで様々な劣化がありうることから、材料を使用する代表的

な環境で、どのような経時変化が生じるかを把握するには適した

方法である。供試体を使用するので、信頼性が十分に把握されて

いない材料でも試すことができる。欠点としては、比較的時間が

かかること、単純な方法ではその場所での耐久性しか分からない

こと、などがあげられる。実環境暴露試験に必要な期間は、試験

の設計によるため一概に定められないが、短いケースでは数週間、

長いものでは数十年にわたる場合もある。 

土木構造物での材料の使われ方にあわせて、陸上（大気中）、

海上（大気中、干満帯、水中）、海浜（飛来塩分の影響のある大

気中（図-2））、河川（水中、干満帯（図-3））、土中などの実環境

図-1 実構造物調査の例 

図-2 実環境暴露試験（海浜環境） 

図-3 実環境暴露試験（河川環境） 
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での暴露試験がある。陸上でも、屋根を設けて、雨掛かりや直射日光を避けた暴露試験や、下水処理槽

内で行われることもある。 

土木研究所では、暴露試験を効率的に行うために、代表的と考えられる全国のいくつかの場所に暴露

試験を実施するための試験場を設けて、継続的な耐久性評価を行っている。 

（３）促進劣化試験 

 材料劣化に影響すると判明している環境因子の条件を促進的に設

定できる試験槽（室）内に供試体を置き、材料劣化を促進的に発生さ

せて、試験後の供試体の劣化現象を調べる手法である。比較的短時間

で耐久性を評価できる。材料劣化に影響を与える環境劣化因子および

それによる劣化現象が、ある程度分かっていることが前提であり、そ

うでない場合は適切な耐久性評価が行い難い。 

材料と劣化因子・機構に応じた様々な促進劣化試験が提案されてい

る。鋼材（防食されたものを含む）では、塩水噴霧試験や複合サイク

ル試験、促進耐候性試験（図-4）など、コンクリートでは、中性化試

験、凍結融解試験など、高分子系材料では促進耐候性試験、オゾン劣

化試験などがあげられる。劣化メカニズムによっては、環境作用とあわせて、力学的な作用を与える試

験を実施することもある。 

 

２．３ 新しい材料の環境作用に対する耐久性評価方法と耐久性評価方法の改良 

新しい材料を土木構造物で使用した場合に十分な寿命を持つことを評価する手法としては、前項の 3

つの手法を組み合わせることとなるが、類似の材料に土木材料としての実績が殆どない場合には、実構

造物で用いるほどの信頼性が確認できないことが多く、また環境因子の劣化への影響が十分に評価出来

ていない場合には、適切な促進劣化試験の選択が難しい場合も考えられるため、実環境暴露試験が行わ

れていることが望ましいと考えられる。劣化因子や機構がある程度想定されれば、促進劣化試験も可能

となる。この場合、促進劣化試験を実環境暴露試験と並行して実施することで、同様の材料劣化が起き

ることの確認や、促進劣化試験の促進倍率を求めることができる可能性もある。このように進めること

で、それ以降の類似材料の耐久性評価を、比較的短時間で実施することが可能となる。 

実環境暴露試験の問題点（または課題）には、試験を実施した場所の耐久性しか分からない、という

点があげられる。この点を克服する方法として、土木研究所では暴露試験中の材料の環境条件が異なる

条件を設定した暴露試験や、異なる気象環境の異なる複数の実環境暴露試験を組み合わせる、などの方

法により、各種材料の環境劣化因子の影響度合いを評価する方法を研究している。前者の例としては、

雨掛かりや直射日光の条件を変えて、同じ暴露試験場で試験を実施するものであり、後者は同一の材料

を異なる気象環境下（例えば、茨城と沖縄など）に暴露するものである。複数の暴露試験場を用いる場

合に特に重要となるのは、それぞれの環境因子データを入手することである。これは、その地域の気象

台のデータを入手する場合もあるが、気象台のデータでは材料劣化に必要な全てのデータが得られるわ

けではないので、その暴露試験場内で、直接測定・記録する場合もある。複数の暴露場での材料劣化と

気象環境データとを比較分析することで、その材料の環境劣化に対する各環境因子の影響度合いが把握

できると期待されることから、様々な土木材料について、このような手法による耐久性評価のための研

究を実施している。このようなデータは国内の主要な場所で十分な

環境耐久性を有する土木材料に必要な仕様の基礎となるだけでな

く、より高耐久な材料の開発にも役立つと期待される。次章以降で

はいくつかの事例についてさらに詳細に紹介したい。 

 
３．鋼材防食の劣化と気象環境 
 鋼材は通常防食とともに用いられるが、その主要な方法は防食塗

装である。防食塗装は一般に高分子系材料であるため、その環境作

用による劣化は、高分子系材料としての塗膜の劣化と、防食塗膜に

よって保護された鋼材の腐食の 2 つの劣化機構が主に存在する。塗

膜の経年劣化は塗膜表面が酸化し、粗く変質し始めることから

始まり、徐々に塗膜を形成する樹脂が脱落することで膜厚が薄

図-4 促進劣化試験機の例 

図-5 塗膜のキズから腐食を進展

させた供試体の例 
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４．コンクリートの中性化と気象環境 
コンクリートの中性化速度については国内でも多

くの研究がなされているが、視点を海外に向けた場

合、日本国内よりも環境条件が多様であり、中性化

の速さが、国内よりもはるかに大きな事例があるこ

と 3)や、我が国の国土も南北に長く気象条件に相当

の相違があること、さらには今後の気象変動の可能

性も考慮し、全国の主要な地点での屋外暴露試験を

実施し、中性化の観点からの相違を調査した 4)。な

お，検討には水セメント比が 85％と大きいコンクリ

ートを使用した。 
 図-8 は同一仕様の供試体をつくばの土木研究所構

内で、暴露条件を地下通廊内、日陰（ともに雨掛か

りがない）、日なた（雨掛かりがある）、そして恒温

恒湿の実験室内の 4 か所に暴露後に、中性化深さを測

定した例である。日なたの場合のみ他の環境に比べて

中性化速度が遅く、その他の環境では中性化速度に明

確な差は認められなかった。中性化は二酸化炭素のコ

ンクリート内部への侵入で進むが、実験室での促進試

験により、気温については高い場合に、湿度について

は 60％程度と低い場合に中性化速度が大きくなるこ

とが分かっている。日なたの供試体は、直射日光にさ

らされることで材料温度が他の供試体に比べ高く、こ

の点では中性化が進みやすいことになるが、雨掛かり

があることで、コンクリート中に水分が供給され内部

に二酸化炭素が侵入しにくくなる点では中性化が進

みにくい条件となる。これらの条件が相殺された結果、

雨掛かりの影響の方が大きく影響し、中性化深さが遅

くなったと考えられる。 
 図-9 は図 8 と同一仕様の供試体を全国 8 か所で屋外暴露試験に 2 年間供した結果の事例である。図-10
および 11 には気象台のデータによる各暴露場所の平均気温と年降水量を示した。最も温暖な沖縄と、

寒冷な北海道の平均気温の差は、14℃と相当に大きいが、中性化速度は、両者で極端な差は見られなか

った。これは、年降水量が沖縄の方が多く、供試体の含水率が高い状態が長いことで中性化が抑制され

ていることが影響したと考えられる。 
これらの暴露試験から、我が国の屋外で雨掛かりの影響を受ける条件においては、中性化速度の大き

さについて、大きな違いは生じないと見なせる結果であった。 

 
 
 

  図-8 暴露条件を変えた供試体の 
中性化深さ 4) 

 

図-10 各暴露場所の平均気温 4) 図-11 各暴露場所の年降水量 4) 

  

図-9 全国 8 か所での暴露試験（雨掛かりあ

り）での中性化深さの結果 4) 
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５．おわりに 
土木材料への新しい技術の導入は、土木構造物の長寿命化のみならず、維持管理の効率化や信頼性向

上など、様々な効果が期待されている。土木研究所においても、そのような新しい材料を積極的に活用

して、社会資本の高度化に活かすべく研究を進めているところであるが、実環境での環境耐久性に関す

る情報は、長期間と膨大な労力を要することも多いこともあり、これらの新しい材料の実用化にあたっ

て最後まで不明の点として残りやすい項目であり、さらなる技術の改良が必要である。 
材料の環境耐久性を、より高い信頼性でより効率的に把握する技術を確立するための研究を、様々な

耐久性評価方法の組み合わせや、劣化機構等の知見を積み重ねること、さらには新しい材料劣化評価方

法の導入なども含めて、今後も進めていく所存である。 
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豊かである。一方、平滑なブロックは肌理に乏しく、全体が均質で無機質な印象となる。このため PB

Ⅲ等でも平滑な護岸ブロックを使用しないよう求めている。 

テクスチャーの評価対象は、素材表面の細かな凹凸である。ただし、この凹凸を物理的に測定し、評

価することが難しい。このため、共同研究では、護岸ブロック表面を近距離で撮影し、その画像データ

から抽出した輝度の標準偏差により表面の凹凸を評価することとした。一定の角度を持って光が入射し

た場合、肌理に乏しく平滑な面では陰影が形成されないため輝度のばらつきが小さい。一方、肌理が粗

い面では陰影が形成されるため輝度のばらつきが大きくなる（写真－1）。様々な護岸ブロックのテクス

チャーを計測した結果、輝度の標準偏差は、滑面（3～10 の範囲）で最も小さく、擬石、半割、ポーラ

スの順に大きくなっていた（図－２）。以上から、護岸ブロックの輝度の標準偏差は 11 以上を平滑か否

かのテクスチャーを判断する閾値とした。 

 
２．３ 証明制度の現状について 
美山河の改定に合わせて、護岸ブロックの平均明度

およびテクスチャーの測定方法を示したマニュアル

を作成し、護岸ブロックを開発したメーカーがマニュ

アルに沿って測定した護岸ブロックの平均明度及び

輝度の標準偏差（テクスチャー）をブロック協会が分

析、証明書を発行する制度の運用を開始した。明度証

明では、図－３に示すように、①明度証明を申請する

ブロックメーカーが照度等の撮影条件をそろえた上

で 3～10m 離れた位置からデジタルカメラによりブロ

ックを補正板（明度5と明度7の色票）とともに撮影、

②これをブロック協会に申請、③ブロック協会がこの

デジタル画像の対象範囲を分析し、その平均 RGB 画素

値とカラーチャート（JIS 標準色票）をマッチングさ

せ明度を決定、④判定委員会で分析結果が妥当かどう

かを判定し証明書を発行する、という手続きとしてい

る。また、同じ製品であっても製造工程や材料等が異

なり明度が変化する場合には、その条件ごとに明度証

明を受けることを推奨している（テクスチャーの証明

制度についてはブロック協会の HP に記載されている

ので興味のある方はこちらをご覧頂きたい）。これま

でに発行した証明書は、明度が 1,630 件、テクスチャ

ーが 357 件となった。明度の件数が多いのは、同じ製品で製造工程や材料が異なる条件で測定したもの

が含まれるからである。平成 26 年度(2014)から運用を始めた明度に関しては、全国的に評価基準を満

たした製品が普及している。また、平成 29 年度(2017)から運用しているテクスチャーに関しても、評

価基準を満たした製品の開発・普及が進んでいるところである。 

 

３．今後の展望 －景観パターンの評価手法― 
①明度、②テクスチャーの評価手法を開発、証明制度の運用を始めたことにより、美山河に記載され

た護岸ブロックの留意事項を満足する護岸ブロックの選定が可能になりつつある。しかし、③景観パタ

ーンについては具体的な評価手法が明示されていないため、景観上課題のある護岸ブロックが使用され

ている。景観パターンとは、護岸ブロックの構造目地・模様目地などによって形成される空間的に繰り

返しのある“模様”である。景観パターンは明度やテクスチャーのように数値で評価することが難しい

ため、評価手法の開発に時間を要している。美山河には既存の護岸ブロックの景観パターンを 10 グル

ープに類型化し、選好性について印象調査した結果を示しているが、現実の護岸ブロックには、この 10
グループには含まれないパターンも存在することから、現在、景観パターンの再分類を行い、各景観パ

ターンの景観上の特徴や改善点等を整理している。今後、更に研究を続け、明度、テクスチャーに加え

景観パターンも含めた、より総合的な護岸ブロックの評価を行えるよう、準備を進めて行きたいと考え

ている。 

図－３ 明度証明に関する手順 
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